
平成２８年９月臨時教育委員会 会議録

1 開催期日 平成２８年９月８日（木）

開会 午後１時００分

閉会 午後２時００分

２ 開催場所 役場 ２階 会議室

３ 出席者名 委員長 諸 橋 志津子

委 員 不二井 悟 史

委 員 宮 下 静 子

委 員 原 田 光 雄

委 員（教育長） 布 施 東 雄

局 長 岡 本 伊佐夫

次 長 宮 本 浩 司

次 長 荒 木 秀 人

係 長 朝 倉 恵 子

４ 議 件

報告第２８号 穴水町立図書館寄贈図書の誤廃棄に係る新聞掲載について

５ 議事の経過について

事務局の進行により、会議録署名員に原田委員及び布施教育長を指名し、承認されました。

審議に入り、報告第２８号について説明があり、質疑応答が行われ、承認され、閉会しました。



＊ 主な質疑・応答等について

９月 臨時教育委員会議事録

－ 委員長挨拶 －

臨時教育委員会ということで招集をさせていただきましたが、当面する緊急の課題がありますので、皆

さんのご意見をいただきながら進めてまいりたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

－ 議事 －

事 務 局 長 報告第２８号「穴水町立図書館寄贈図書の誤廃棄に係る新聞掲載について」説明

諸橋委員長 委員の皆さん、何かございませんでしょうか。

原 田 委 員 図書台帳の整備はいかがなものであったのでしょうか、また、廃棄の時は教育長の決裁をいた

だく二重三重のチェックシステムにはなっていたのでしょうか。

事 務 局 長 当時は図書館システムというものを平成１６年に導入していて、その中で台帳等管理をしてい

ましたが、平成２０年以前のデータが残っているものと残っていないものがあります。

（途中省略）

原 田 委 員 永久保存の台帳があったのかどうかということです。

（途中省略）

諸橋委員長 「価値がわからない」とよく新聞報道に出ていますが。

（途中省略）

不二井委員 受入の時点での受付の書類があるのかどうかということです。

原 田 委 員 再発は絶対起こさないという対応策が必要です。

事 務 局 長 再発防止についてもお話させていただいています。

１つ目には登録をしっかりする。

２つ目に廃棄処分をする時は必ず起案をする。複数の目で見るということです。

また、専門書は大変判断が難しいので、県立図書館等には知識をもった方がおられますので、

判断を委ねる等ということです。

また、倉庫の少なさも問題でありまして、倉庫の確保をしていかなければということです。



諸橋委員長 今、再発防止策が出ましたが、それは広報に出る前に四柳さんにはお話してはあるのでしょう

か。

事 務 局 長 文書で報告しています。

（途中省略）

原 田 委 員 倉庫がないとなると、写真を撮ってデジタル化する等の対応が必要になるのではと思います。

諸橋委員長 図書館協議会はどのように運営して、その頃からも十分に機能しているのですか。

本来ならば一番中身をわかっておられる機関かと思います。運用の仕方を十分活きるような

ものにしないとならないかと思います。今回、さらに検討していただきたいと思います。

宮 本 次 長 現在のシステムではデータの部分も報告もしています。

諸橋委員長 では、次の段階はどのように進んでいくのでしょうか。図書館司書の配置はぜひお願いしたい

です。

（途中省略）

不二井委員 誰が館長になろうと職員になろうとガイドラインを作っておかなければなりません。最終の決

裁を館長だけでいいのか、ガイドラインを作ってルールに則ってやっていけば、誰が館長にな

ろうと職員になろうといいわけですから。

原 田 委 員 どこにでも、古ければ捨てるという傾向があります。それぞれのチェックをもらうということ

が大切であって、寄贈品でなくても慎重にやっていっていただきたいです。

事 務 局 長 廃棄に関しては平成２２年度からのはきちんと書類が残っていますので、現在は改善されてい

る状態ではあるかと思われます。

（途中省略）

諸橋委員長 では、今後の対応をよろしくお願いいたします。

次に明日の町 PTA連合会と町教育委員の懇談会についてです。

事 務 局 長 確認させていただきます。

（次第、分担について確認）

諸橋委員長 では皆さん明日はよろしくお願いいたします。

皆さんに連絡があります。

穴水中学校の研究発表会ですが、先日の学びの連携部会で入っていただきましたグループに、



発表会の日もテーマ別分科会のところでオブザーバーとして入っていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

では、他にはありませんでしょうか。

以上、これで臨時教育委員会を終わりたいと思います。本日は、ありがとうございました。

以 上

穴水町教育委員会会議規則（昭和 31年教育委員会規則第 2号）第 15条第 2項の規定により、署名する。

会議録署名員

教 育 委 員

教育委員（教育長）


